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請願第１号 

 

                          令和５年１２月６日受理 

                           （教育福祉常任委員会） 

 

     

「加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見

書」の提出を求める請願 

     

 

請 願 者 髙 橋 征 二 

 

紹介議員 椎 名 幸 雄 

佐々木 豊 治 

飯 塚   誠 

坂 巻 宗 男 

西 川 佳 克 

船 橋   優
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件  名 「加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見 

書」の提出を求める請願 

 

要  旨  

国に対して「加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意

見書」を提出してください。 

 

理  由 

 加齢性難聴は、日常生活を不便にし、コミュニケーションを困難にするなど生活

の質を落とす大きな原因になっているばかりか、鬱や認知症の危険因子になること

も指摘されています。加齢性難聴によりコミュニケーションが減り、会話すること

で脳に入ってくる情報が少なくなることが脳の機能の低下につながり、鬱や認知症

につながるのではないかと考えられています。 

 補聴器の価格は片耳当たり、概ね３万円～２０万円で保険適用がないため、全額

自己負担です。身体障害者である高度・重度の場合は、補装具支給制度により負担

が軽減されます。中等度の場合は購入後に控除を受けられますが、その対象者はわ

ずかです。約９割の人は、自費で購入するため経済的負担は大きいです。このよう

な状況をふまえ、補聴器購入の補助を行う自治体が増えつつあります。 

 耳が聞こえない、聞こえにくいというのは、高齢者の社会参加や再雇用などの大

きな障害となっています。補聴器の普及で、高齢になっても生活の質を落とさず、

心身ともに健やかに過ごすことができ、認知症予防、健康寿命の延伸、医療費の抑

制にもつながります。 

 加齢性難聴者の補聴器購入補助制度を、国の制度として創設していただけますよ

う、国に対して意見書の提出を要望いたします。 

  

 地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請願いたします。 

 

 我孫子市議会議長 様 
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陳情第１号 

 

                          令和５年１２月６日受理 

                           （環境都市常任委員会） 

 

     

天王台４丁目１２番１号マンション建設について、事業主、設計会社への環境

問題の改善の指導を求める陳情 

     

 

               

陳 情 者 我孫子市天王台４丁目６番９号 

     天王台４丁目自治会長 

     野 本   勉 外１名 
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件  名 天王台４丁目１２番１号マンション建設について、事業主、設計会社への環

境問題の改善の指導を求める陳情 

 

要  旨  

当陳情書は去る８月２８日に提出（不採択）した内容の焦点をまとめて、自治会

として深い疑念を抱いている内容をまとめ再度提出するものです。 

本マンション建設は、事業主 中央日本土地建物（株）、設計者 （株）長谷工

コーポレーションにより建築されますが、建築基準法等各種法律および条例範囲内

の建設であるものの駐車場の設置について近隣住民への配慮が全くなく、説明会に

おいても事業主および設計業者に問題点を伝え改善を求めましたが、利益を考える

と設計変更はできないとの回答にとどまっています。我孫子市民の生活環境が破壊

されることがないよう事業主、設計業者への指導を何卒宜しくお願い致します。 

 

理  由 

当マンションの西側、南側には６ｍの道路があり、東側は５ｍ、北側は実測４．７ｍ、

距離約１００ｍ、この狭い道路側に駐車場及び出入り口が集中しており６０台もの

車の出入りが集中している。さらに向かい側には同規模マンションの平面駐車場（２

０台）も面しています。合計８０台の車が集中することになります。 

普通車同士のすれ違いも困難であり東側の道路とはＴ字路になっており見通しも

悪く西側に出る車両がほとんどと思われます。周辺交通の混乱及び交通事故等の可

能性が高くなることは明確です。またゴミ集積場も同じ道路に面し設置が計画され

ています。 

我孫子市開発行為に関する条例では、第４章まちづくりに関する諸制度の活用等

第１９条の２開発区域内で住宅地としての環境を保護しなければならない。 

第２１条既存道路の幅が６ｍ未満の時は車両の通行及び歩行者の安全を確保する

ため、開発区域に接する部分の既存道路を拡張するものとする、とあります。 

また国土交通省が定めるところでは、本マンション規模に求められる設置道路の

幅は６ｍなのですが、実測４．７ｍしかありません。 

駐車スペースにおいても、北側に地上５段パネル式駐車場が２基建設され道路を

挟んで反対側はすぐに近隣住民の住居となります。騒音、振動、排ガス、威圧感に

よる健康被害を２４時間永続的に受ける事になります。このようなことは我孫子市

では許されるのでしょうか。先の我孫子市議会議員の選挙においても多くの候補者

の方が、住みよい街、住みつづけたい街、をスローガンにしておられました。なぜ

許可を出す前に行政指導をしなかったのか強い疑念を抱いております。 

我孫子市民生活が守られるよう、事業主、設計会社への適切な指導をお願い致し
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ます。 

 

我孫子市議会議長 様 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


